
   淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例施行規則の一部を改正する規則（案）

淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（令和

５年淡路市規則第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第２条関係）

区分 事務

１ 条例

別表第

１第１

項第１

号

(１) 外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第１９条第１項の規定に準じて行う保護の実施に関する

事務

(２) 外国人に対する生活保護法第２４条第１項の規定に準

じて行う保護の開始若しくは同条第９項の規定に準じて行

う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての

審査又はその申請に対する応答に関する事務

(３) 外国人に対する生活保護法第２５条第１項の規定に準

じて行う職権による保護の開始又は同条第２項の規定に準

じて行う職権による保護の変更に関する事務

(４) 外国人に対する生活保護法第２６条の規定に準じて行

う保護の停止又は廃止に関する事務

(５) 外国人に対する生活保護法第２９条第１項の規定に準

じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(６) 外国人に対する生活保護法第５５条の４第１項の規定

に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

(７) 外国人に対する生活保護法第５５条の５第１項の規定

に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

(８) 外国人に対する生活保護法第５５条の８第１項の規定

に準じて行う被保護者健康管理支援事業に関する事務

(９) 外国人に対する生活保護法第６３条の規定に準じて行

う保護に要する費用の返還に関する事務
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(１０) 外国人に対する生活保護法第７７条第１項、第７７条

の２第１項又は第７８条第１項から第３項までの規定に準

じて行う徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項

の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に関する事務

２ 条例

別表第

１第１

項第２

号

(１) 淡路市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年淡路

市条例第１０６号。以下「福祉医療費助成条例」という。）第

２条第１号に規定する対象者（以下「高齢期移行者」という。）

の資格の認定に関する事務

(２) 福祉医療費助成条例第３条第１項第１号に規定する高

齢期移行者の医療費の助成に関する事務

３ 条例

別表第

１第１

項第３

号

(１) 福祉医療費助成条例第２条第２号に規定する対象者（以

下「重度障害者」という。）の資格の認定に関する事務

(２) 福祉医療費助成条例第３条第１項第２号に規定する重

度障害者の医療費の助成に関する事務

４ 条例

別表第

１第１

項第４

号

(１) 福祉医療費助成条例第２条第３号に規定する対象者（以

下「乳幼児等」という。）の資格の認定に関する事務

(２) 福祉医療費助成条例第３条第１項第３号及び第４号に

規定する乳幼児等の医療費の助成に関する事務

５ 条例

別表第

１第１

項第５

号

(１) 福祉医療費助成条例第２条第２４号に規定する対象者

（以下「母子家庭等」という。）の資格の認定に関する事務

(２) 福祉医療費助成条例第３条第１項第５号に規定する母

子家庭等の医療費の助成に関する事務

６ 条例

別表第

１第１

項第６

号

(１) 高齢重度障害者の資格の認定に関する事務

(２) 高齢重度障害者の医療費の助成に関する事務

７ 条例

別表第

１第１

項第７

号

(１) こどもの資格の認定に関する事務

(２) こどもの医療費の助成に関する事務
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別表第２（第３条関係）

事務 特定個人情報

１ 別 表

第 １ 第

１ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 保護を必要とする状態にある外国人又は保護を受けて

いた外国人（以下「要保護者等」という。）に係る国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）による保険給付の支給

に関する情報（以下「国民健康保険給付関係情報」という。）

(２) 要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）による医療に関する保険給付

の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「後期高齢者医

療給付関係情報」という。）

(３) 要保護者等に係る生活保護法第１９条第１項の保護の

実施、同法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９

項の保護の変更、同法第２５条第１項の職権による保護の

開始若しくは同条第２項の職権による保護の変更若しくは

同法第２６条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、同

法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給に関する情

報又は同法第５５条の５第１項の進学準備給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）

(４) 要保護者等に係る児童扶養手当法（昭和３６年法律第

２３８号）第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する情

報（以下「児童扶養手当支給関係情報」という。）

(５) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和３９年法律第１２９号）第３１条（同法第３１条の１０に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の給付金の支給に

関する情報

(６) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する

法律（昭和３９年法律第１３４号）第３条の特別児童扶養手

当、同法第１７条の障害児福祉手当、同法第２６条の２の特

別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭

和６０年法律第３４号）附則第９７条第１項の福祉手当の

支給に関する情報

(７) 要保護者等に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ

り算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情

報（以下「地方税関係情報」という。）
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(８) 要保護者等に係る母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）第２０条第１項の養育医療の給付又は養育医療に要

する費用の支給に関する情報

(９) 要保護者等に係る児童手当法（昭和４６年法律第７３

号）第８条第１項の児童手当（同法附則第２条第４項におい

て準用する場合を含む。）又は特例給付（同法附則第２条第

１項の給付をいう。）の支給に関する情報

(１０) 要保護者等に係る介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第１８条第１号の介護給付、同条第２号の予防給付保

険給付の支給若しくは同条第３号の市町村特別給付の支

給、同法第１１５条の４５の地域支援事業の実施又は保険

料の徴収に関する情報（以下「介護保険関係情報」という。）

(１１) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第６条の自立支援給付の支給に関する情報

(１２) 要保護者等に係る国民年金法（昭和３４年法律第１

４１号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５

号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、国家公

務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）又は地方公務

員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）による年金で

ある給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(１３) 要保護者等に係る年金生活者支援給付金の支給に関

する法律（平成２４年法律第１０２号）第２５条第１項の年

金生活者支援給付金の支給に関する情報

(１４) 要保護者等に係る健康増進法（平成１４年法律第１

０３号）による健康増進事業の実施に関する情報

２ 別 表

第 １ 第

２ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 高齢期移行者に係る健康保険法（大正１１年法律第７

０号）による保険給付の支給に関する情報（以下「健康保険

関係情報」という。）

(２) 高齢期移行者に係る船員保険法（昭和１４年法律第７

３号）による保険給付の支給に関する情報（以下「船員保険

関係情報」という。）

(３) 高齢期移行者に係る国民健康保険給付関係情報

(４) 高齢期移行者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(５) 高齢期移行者に係る国家公務員共済組合法による保険

給付の支給に関する情報（以下「国家公務員共済組合関係情
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報」という。）

(６) 高齢期移行者に係る地方公務員等共済組合法による保

険給付の支給に関する情報（以下「地方公務員等共済組合関

係情報」という。）

(７) 高齢期移行者に係る私立学校教職員法による保険給付

の支給に関する情報（以下「私立学校教職員関係情報」と

いう。）

(８) 高齢期移行者に係る生活保護関係情報

(９) 高齢期移行者に係る外国人に対する生活保護法第１９

条第１項の規定に準じて行う保護の実施、同法第２４条第

１項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第９項の

規定に準じて行う保護の変更、同法第２５条第１項の規定

に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第２項の

規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第２６条

の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報

（以下「外国人生活保護関係情報」という。）

(１０) 高齢期移行者に係る地方税関係情報

(１１) 高齢期移行者に係る介護保険関係情報

３ 別 表

第 １ 第

３ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 重度障害者に係る健康保険関係情報

(２) 重度障害者に係る船員保険関係情報

(３) 重度障害者に係る国民健康保険関係情報

(４) 重度障害者に係る国家公務員共済組合関係情報

(５) 重度障害者に係る地方公務員等共済組合関係情報

(６) 重度障害者に係る私立学校教職員関係情報

(７) 重度障害者に係る身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条第１項に規定する身体障害者手帳の

交付及びその障害の程度に関する情報（以下「身体障害者手

帳交付等関係情報」という。）

(８) 重度障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規定する精

神保健福祉手帳の交付に関する情報（以下「精神保健福祉手

帳交付等関係情報」という。）

(９) 重度障害者に係る療育手帳制度要綱（昭和４８年９月

２７日厚生省発児第１５６号）第４条第１項及び第２項に

規定する療育手帳の記載事項等に関する情報（以下「療育手

帳交付等関係情報」という。）
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(１０) 重度障害者及びその配偶者（婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

並びに重度障害者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７

７条第１項に定める扶養義務者（以下「扶養義務者」とい

う。）で当該重度障害者の生計を維持する者（以下「重度障

害者等」という。）に係る生活保護関係情報

(１１) 重度障害者等に係る外国人生活保護関係情報

(１２) 重度障害者等に係る地方税関係情報

４ 別 表

第 １ 第

４ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 乳幼児等に係る健康保険関係情報

(２) 乳幼児等に係る船員保険関係情報

(３) 乳幼児等に係る国民健康保険関係情報

(４) 乳幼児等に係る国家公務員共済組合関係情報

(５) 乳幼児等に係る地方公務員等共済組合関係情報

(６) 乳幼児等に係る私立学校教職員関係情報

(７) 乳幼児等に係る身体障害者手帳交付等関係情報

(８) 乳幼児等に係る精神保健福祉手帳交付等関係情報

(９) 乳幼児等に係る療育手帳交付等関係情報

(１０) 乳幼児等、福祉医療費助成条例第２条第８号及び第

９号に規定する乳児保護者及び幼児等保護者並びに当該乳

幼児等の扶養義務者で当該乳幼児等の生計を維持する者

（以下「乳幼児等保護者等」という。）に係る生活保護関係

情報

(１１) 乳幼児等及び乳幼児等保護者等に係る外国人生活保

護関係情報

(１２) 乳幼児等及び乳幼児等保護者等に係る地方税関係情

報

５ 別 表

第 １ 第

５ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 母子家庭等に係る健康保険関係情報

(２) 母子家庭等に係る船員保険関係情報

(３) 母子家庭等に係る国民健康保険関係情報

(４) 母子家庭等に係る国家公務員共済組合関係情報

(５) 母子家庭等に係る地方公務員等共済組合関係情報

(６) 母子家庭等に係る私立学校教職員関係情報

(７) 母子家庭等、福祉医療費助成条例第２条第２１号に規

定する養育者及び当該母子家庭等の扶養義務者で主として

母子家庭等の生計を維持する者（以下「養育者等」という。）
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に係る生活保護関係情報

(８) 母子家庭等及び養育者等に係る外国人生活保護関係情

報

(９) 母子家庭等及び養育者等に係る児童扶養手当支給関係

情報

(１０) 母子家庭等及び養育者等に係る地方税関係情報

６ 別 表

第 １ 第

６ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 高齢重度障害者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(２) 高齢重度障害者に係る身体障害者手帳交付等関係情報

(３) 高齢重度障害者に係る精神保健福祉手帳交付等関係情

報

(４) 高齢重度障害者に係る療育手帳交付等関係情報

(５) 高齢重度障害者及びその配偶者並びに高齢重度障害者

の扶養義務者で当該高齢重度障害者の生計を維持する者

（以下「高齢重度障害者等」という。）に係る生活保護関係

情報

(６) 高齢重度障害者等に係る外国人生活保護関係情報

(７) 高齢重度障害者等に係る地方税関係情報

７ 別 表

第 １ 第

７ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) こどもに係る健康保険関係情報

(２) こどもに係る船員保険関係情報

(３) こどもに係る国民健康保険関係情報

(４) こどもに係る国家公務員共済組合関係情報

(５) こどもに係る地方公務員等共済組合関係情報

(６) こどもに係る私立学校教職員関係情報

(７) こどもに係る身体障害者手帳交付等関係情報

(８) こどもに係る精神保健福祉手帳交付等関係情報

(９) こどもに係る療育手帳交付等関係情報

(１０) こども、当該こどもの親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者でこどもを現に監護する者及び当該こどもの扶養

義務者で当該こどもの生計を維持する者（以下「こども保護

者等」という。）に係る生活保護関係情報

(１１) こども及びこども保護者等に係る外国人生活保護関

係情報

(１２) こども及びこども保護者等に係る地方税関係情報

  附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

別表第１(第２条関係)

区分 事務

１ 条例

別 表 第

１ 第 １

項

(１) 外国人に対する生活保

護法（昭和２５年法律第１

４４号）第１９条第１項の

規定に準じて行う保護の実

施に関する事務

(２) 外国人に対する生活保

護法第２４条第１項の規定

に準じて行う保護の開始若

しくは同条第９項の規定に

準じて行う保護の変更の申

請の受理、その申請に係る

事実についての審査又はそ

の申請に対する応答に関す

る事務

(３) 外国人に対する生活保

護法第２５条第１項の規定

に準じて行う職権による保

護の開始又は同条第２項の

規定に準じて行う職権によ

る保護の変更に関する事務

(４) 外国人に対する生活保

護法第２６条の規定に準じ

て行う保護の停止又は廃止

に関する事務

(５) 外国人に対する生活保

護法第２９条第１項の規定

に準じて行う資料の提供等

の求めに関する事務

(６) 外国人に対する生活保

護法第５５条の４第１項の

別表第１(第２条関係)

区分 事務

１ 条例

別 表 第

１ 第 １

項 第 １

号

(１) 外国人に対する生活保

護法（昭和２５年法律第１

４４号）第１９条第１項の

規定に準じて行う保護の実

施に関する事務

(２) 外国人に対する生活保

護法第２４条第１項の規定

に準じて行う保護の開始若

しくは同条第９項の規定に

準じて行う保護の変更の申

請の受理、その申請に係る

事実についての審査又はそ

の申請に対する応答に関す

る事務

(３) 外国人に対する生活保

護法第２５条第１項の規定

に準じて行う職権による保

護の開始又は同条第２項の

規定に準じて行う職権によ

る保護の変更に関する事務

(４) 外国人に対する生活保

護法第２６条の規定に準じ

て行う保護の停止又は廃止

に関する事務

(５) 外国人に対する生活保

護法第２９条第１項の規定

に準じて行う資料の提供等

の求めに関する事務

(６) 外国人に対する生活保

護法第５５条の４第１項の
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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

規定に準じて行う就労自立

給付金の支給の申請の受

理、その申請に係る事実に

ついての審査又はその申請

に対する応答に関する事務

(７) 外国人に対する生活保

護法第５５条の５第１項の

規定に準じて行う進学準備

給付金の支給の申請の受

理、その申請に係る事実に

ついての審査又はその申請

に対する応答に関する事務

(８) 外国人に対する生活保

護法第５５条の８第１項の

規定に準じて行う被保護者

健康管理支援事業に関する

事務

(９) 外国人に対する生活保

護法第６３条の規定に準じ

て行う保護に要する費用の

返還に関する事務

(１０) 外国人に対する生活

保護法第７７条第１項、第

７７条の２第１項又は第７

８条第１項から第３項まで

の規定に準じて行う徴収金

の徴収（同法第７８条の２

第１項又は第２項の規定に

準じて行う徴収金の徴収を

含む。）に関する事務

規定に準じて行う就労自立

給付金の支給の申請の受

理、その申請に係る事実に

ついての審査又はその申請

に対する応答に関する事務

(７) 外国人に対する生活保

護法第５５条の５第１項の

規定に準じて行う進学準備

給付金の支給の申請の受

理、その申請に係る事実に

ついての審査又はその申請

に対する応答に関する事務

(８) 外国人に対する生活保

護法第５５条の８第１項の

規定に準じて行う被保護者

健康管理支援事業に関する

事務

(９) 外国人に対する生活保

護法第６３条の規定に準じ

て行う保護に要する費用の

返還に関する事務

(１０) 外国人に対する生活

保護法第７７条第１項、第

７７条の２第１項又は第７

８条第１項から第３項まで

の規定に準じて行う徴収金

の徴収（同法第７８条の２

第１項又は第２項の規定に

準じて行う徴収金の徴収を

含む。）に関する事務

２ 条例

別 表 第

(１) 淡路市福祉医療費の助

成に関する条例（平成１７年
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

１ 第 １

項 第 ２

号

淡路市条例第１０６号。以下

「福祉医療費助成条例」とい

う。）第２条第１号に規定す

る対象者（以下「高齢期移行

者」という。）の資格の認定に

関する事務

(２) 福祉医療費助成条例第

３条第１項第１号に規定す

る高齢期移行者の医療費の

助成に関する事務

３ 条例

別 表 第

１ 第 １

項 第 ３

号

(１) 福祉医療費助成条例第

２条第２号に規定する対象

者（以下「重度障害者」とい

う。）の資格の認定に関する

事務

(２) 福祉医療費助成条例第

３条第１項第２号に規定す

る重度障害者の医療費の助

成に関する事務

４ 条例

別 表 第

１ 第 １

項 第 ４

号

(１) 福祉医療費助成条例第

２条第３号に規定する対象

者（以下「乳幼児等」という。）

の資格の認定に関する事務

(２) 福祉医療費助成条例第

３条第１項第３号及び第４

号に規定する乳幼児等の医

療費の助成に関する事務

５ 条例

別 表 第

１ 第 １

項 第 ５

号

(１) 福祉医療費助成条例第

２条第２４号に規定する対

象者（以下「母子家庭等」と

いう。）の資格の認定に関す

る事務
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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

別表第２(第３条関係)

事務 特定個人情報

１ 別表

第１第

１項の

右欄に

掲げる

事務

保護を必要とする状態にある

外国人又は保護を受けていた

外国人（以下「要保護者等」と

いう。）に係る国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）

による保険給付の支給に関す

る情報

要保護者等に係る高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）による医療

に関する保険給付の支給又は

保険料の徴収に関する情報

(２) 福祉医療費助成条例第

３条第１項第５号に規定す

る母子家庭等の医療費の助

成に関する事務

６ 条例

別 表 第

１ 第 １

項 第 ６

号

(１) 高齢重度障害者の資格

の認定に関する事務

(２) 高齢重度障害者の医療

費の助成に関する事務

７ 条例

別 表 第

１ 第 １

項 第 ７

号

(１) こどもの資格の認定に

関する事務

(２) こどもの医療費の助成

に関する事務

別表第２(第３条関係)

事務 特定個人情報

１ 別表

第１第

１項の

右欄に

掲げる

事務

(１) 保護を必要とする状態

にある外国人又は保護を受

けていた外国人（以下「要保

護者等」という。）に係る国民

健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）による保険給付

の支給に関する情報（以下

「国民健康保険給付関係情

報」という。）

(２) 要保護者等に係る高齢

者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０

号）による医療に関する保険

給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報（以下「後期

高齢者医療給付関係情報」と
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現        行 改   正   案

要保護者等に係る生活保護法

第１９条第１項の保護の実施、

同法第２４条第１項の保護の

開始若しくは同条第９項の保

護の変更、同法第２５条第１項

の職権による保護の開始若し

くは同条第２項の職権による

保護の変更若しくは同法第２

６条の保護の停止若しくは廃

止に関する情報、同法第５５条

の４第１項の就労自立給付金

の支給に関する情報又は同法

第５５条の５第１項の進学準

備給付金の支給に関する情報

要保護者等に係る児童扶養手

当法（昭和３６年法律第２３８

号）第４条第１項の児童扶養手

当の支給に関する情報

要保護者等に係る母子及び父

子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）第３１条

（同法第３１条の１０におい

て読み替えて準用する場合を

含む。）の給付金の支給に関す

る情報

要保護者等に係る特別児童扶

養手当等の支給に関する法律

（昭和３９年法律第１３４号）

第３条の特別児童扶養手当、同

法第１７条の障害児福祉手当、

同法第２６条の２の特別障害

者手当又は国民年金法等の一

いう。）

(３) 要保護者等に係る生活

保護法第１９条第１項の保

護の実施、同法第２４条第１

項の保護の開始若しくは同

条第９項の保護の変更、同法

第２５条第１項の職権によ

る保護の開始若しくは同条

第２項の職権による保護の

変更若しくは同法第２６条

の保護の停止若しくは廃止

に関する情報、同法第５５条

の４第１項の就労自立給付

金の支給に関する情報又は

同法第５５条の５第１項の

進学準備給付金の支給に関

する情報（以下「生活保護関

係情報」という。）

(４) 要保護者等に係る児童

扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）第４条第１項の

児童扶養手当の支給に関す

る情報（以下「児童扶養手当

支給関係情報」という。）

(５) 要保護者等に係る母子

及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９

号）第３１条（同法第３１条

の１０において読み替えて

準用する場合を含む。）の給

付金の支給に関する情報

(６) 要保護者等に係る特別
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関す

る情報

要保護者等に係る地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）その

他の地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算定し

た税額又はその算定の基礎と

なる事項に関する情報

要保護者等に係る母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）

第２０条第１項の養育医療の

給付又は養育医療に要する費

用の支給に関する情報

要保護者等に係る児童手当法

（昭和４６年法律第７３号）第

８条第１項の児童手当（同法附

則第２条第４項において準用

する場合を含む。）又は特例給

付（同法附則第２条第１項の給

付をいう。）の支給に関する情

報

要保護者等に係る介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第

１８条第１号の介護給付、同条

第２号の予防給付保険給付の

支給若しくは同条第３号の市

町村特別給付の支給、同法第１

１５条の４５の地域支援事業

の実施又は保険料の徴収に関

する情報

児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第

１３４号）第３条の特別児童

扶養手当、同法第１７条の障

害児福祉手当、同法第２６条

の２の特別障害者手当又は

国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律第

３４号）附則第９７条第１項

の福祉手当の支給に関する

情報

(７) 要保護者等に係る地方

税法（昭和２５年法律第２２

６号）その他の地方税に関す

る法律に基づく条例の規定

により算定した税額又はそ

の算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方税関

係情報」という。）

(８) 要保護者等に係る母子

保健法（昭和４０年法律第１

４１号）第２０条第１項の養

育医療の給付又は養育医療

に要する費用の支給に関す

る情報

(９) 要保護者等に係る児童

手当法（昭和４６年法律第７

３号）第８条第１項の児童手

当（同法附則第２条第４項に

おいて準用する場合を含

む。）又は特例給付（同法附則

第２条第１項の給付をい

－55－



   淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

要保護者等に係る障害者の日

常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第６条の

自立支援給付の支給に関する

情報

要保護者等に係る国民年金法

（昭和３４年法律第１４１

号）、私立学校教職員共済法（昭

和２８年法律第２４５号）、厚

生年金保険法（昭和２９年法律

第１１５号）、国家公務員共済

組合法（昭和３３年法律第１２

８号）又は地方公務員等共済組

合法（昭和３７年法律第１５２

号）による年金である給付の支

給又は保険料の徴収に関する

情報

要保護者等に係る年金生活者

支援給付金の支給に関する法

律（平成２４年法律第１０２

号）第２５条第１項の年金生活

者支援給付金の支給に関する

情報

要保護者等に係る健康増進法

（平成１４年法律第１０３号）

による健康増進事業の実施に

関する情報

う。）の支給に関する情報

(１０) 要保護者等に係る介

護保険法（平成９年法律第１

２３号）第１８条第１号の介

護給付、同条第２号の予防給

付保険給付の支給若しくは

同条第３号の市町村特別給

付の支給、同法第１１５条の

４５の地域支援事業の実施

又は保険料の徴収に関する

情報（以下「介護保険関係情

報」という。）

(１１) 要保護者等に係る障

害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１

２３号）第６条の自立支援給

付の支給に関する情報

(１２) 要保護者等に係る国

民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）、私立学校教職員

共済法（昭和２８年法律第２

４５号）、厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）、

国家公務員共済組合法（昭和

３３年法律第１２８号）又は

地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）に

よる年金である給付の支給

又は保険料の徴収に関する

情報

(１３) 要保護者等に係る年
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

金生活者支援給付金の支給

に関する法律（平成２４年法

律第１０２号）第２５条第１

項の年金生活者支援給付金

の支給に関する情報

(１４) 要保護者等に係る健

康増進法（平成１４年法律第

１０３号）による健康増進事

業の実施に関する情報

２ 別表

第 １ 第

２ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 高齢期移行者に係る健

康保険法（大正１１年法律第

７０号）による保険給付の支

給に関する情報（以下「健康

保険関係情報」という。）

(２) 高齢期移行者に係る船

員保険法（昭和１４年法律第

７３号）による保険給付の支

給に関する情報（以下「船員

保険関係情報」という。）

(３) 高齢期移行者に係る国

民健康保険給付関係情報

(４) 高齢期移行者に係る後

期高齢者医療給付関係情報

(５) 高齢期移行者に係る国

家公務員共済組合法による

保険給付の支給に関する情

報（以下「国家公務員共済組

合関係情報」という。）

(６) 高齢期移行者に係る地

方公務員等共済組合法によ

る保険給付の支給に関する

情報（以下「地方公務員等共
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

済組合関係情報」という。）

(７) 高齢期移行者に係る私

立学校教職員法による保険

給付の支給に関する情報（以

下「私立学校教職員関係情

報」という。）

(８) 高齢期移行者に係る生

活保護関係情報

(９) 高齢期移行者に係る外

国人に対する生活保護法第

１９条第１項の規定に準じ

て行う保護の実施、同法第２

４条第１項の規定に準じて

行う保護の開始若しくは同

条第９項の規定に準じて行

う保護の変更、同法第２５条

第１項の規定に準じて行う

職権による保護の開始若し

くは同条第２項の規定に準

じて行う職権による保護の

変更又は同法第２６条の規

定に準じて行う保護の停止

若しくは廃止に関する情報

（以下「外国人生活保護関係

情報」という。）

(１０) 高齢期移行者に係る

地方税関係情報

(１１) 高齢期移行者に係る

介護保険関係情報

３ 別表

第 １ 第

３ 項 の

(１) 重度障害者に係る健康

保険関係情報

(２) 重度障害者に係る船員
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

右 欄 に

掲 げ る

事務

保険関係情報

(３) 重度障害者に係る国民

健康保険関係情報

(４) 重度障害者に係る国家

公務員共済組合関係情報

(５) 重度障害者に係る地方

公務員等共済組合関係情報

(６) 重度障害者に係る私立

学校教職員関係情報

(７) 重度障害者に係る身体

障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１５条第１

項に規定する身体障害者手

帳の交付及びその障害の程

度に関する情報（以下「身体

障害者手帳交付等関係情報」

という。）

(８) 重度障害者に係る精神

保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条に規定

する精神保健福祉手帳の交

付に関する情報（以下「精神

保健福祉手帳交付等関係情

報」という。）

(９) 重度障害者に係る療育

手帳制度要綱（昭和４８年９

月２７日厚生省発児第１５

６号）第４条第１項及び第２

項に規定する療育手帳の記

載事項等に関する情報（以下

「療育手帳交付等関係情報」
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

という。）

(１０) 重度障害者及びその

配偶者（婚姻の届出をしてい

ないが、事実上婚姻と同様の

事情にある者を含む。以下同

じ。）並びに重度障害者の民

法（明治２９年法律第８９

号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者（以下「扶養義

務者」という。）で当該重度障

害者の生計を維持する者（以

下「重度障害者等」という。）

に係る生活保護関係情報

(１１) 重度障害者等に係る

外国人生活保護関係情報

(１２) 重度障害者等に係る

地方税関係情報

４ 別表

第 １ 第

４ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 乳幼児等に係る健康保

険関係情報

(２) 乳幼児等に係る船員保

険関係情報

(３) 乳幼児等に係る国民健

康保険関係情報

(４) 乳幼児等に係る国家公

務員共済組合関係情報

(５) 乳幼児等に係る地方公

務員等共済組合関係情報

(６) 乳幼児等に係る私立学

校教職員関係情報

(７) 乳幼児等に係る身体障

害者手帳交付等関係情報

(８) 乳幼児等に係る精神保
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改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

健福祉手帳交付等関係情報

(９) 乳幼児等に係る療育手

帳交付等関係情報

(１０) 乳幼児等、福祉医療費

助成条例第２条第８号及び

第９号に規定する乳児保護

者及び幼児等保護者並びに

当該乳幼児等の扶養義務者

で当該乳幼児等の生計を維

持する者（以下「乳幼児等保

護者等」という。）に係る生活

保護関係情報

(１１) 乳幼児等及び乳幼児

等保護者等に係る外国人生

活保護関係情報

(１２) 乳幼児等及び乳幼児

等保護者等に係る地方税関

係情報

５ 別表

第 １ 第

５ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 母子家庭等に係る健康

保険関係情報

(２) 母子家庭等に係る船員

保険関係情報

(３) 母子家庭等に係る国民

健康保険関係情報

(４) 母子家庭等に係る国家

公務員共済組合関係情報

(５) 母子家庭等に係る地方

公務員等共済組合関係情報

(６) 母子家庭等に係る私立

学校教職員関係情報

(７) 母子家庭等、福祉医療費

助成条例第２条第２１号に
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現        行 改   正   案

規定する養育者及び当該母

子家庭等の扶養義務者で主

として母子家庭等の生計を

維持する者（以下「養育者等」

という。）に係る生活保護関

係情報

(８) 母子家庭等及び養育者

等に係る外国人生活保護関

係情報

(９) 母子家庭等及び養育者

等に係る児童扶養手当支給

関係情報

(１０) 母子家庭等及び養育

者等に係る地方税関係情報

６ 別表

第 １ 第

６ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) 高齢重度障害者に係る

後期高齢者医療給付関係情

報

(２) 高齢重度障害者に係る

身体障害者手帳交付等関係

情報

(３) 高齢重度障害者に係る

精神保健福祉手帳交付等関

係情報

(４) 高齢重度障害者に係る

療育手帳交付等関係情報

(５) 高齢重度障害者及びそ

の配偶者並びに高齢重度障

害者の扶養義務者で当該高

齢重度障害者の生計を維持

する者（以下「高齢重度障害

者等」という。）に係る生活保

護関係情報
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現        行 改   正   案

(６) 高齢重度障害者等に係

る外国人生活保護関係情報

(７) 高齢重度障害者等に係

る地方税関係情報

７ 別表

第 １ 第

７ 項 の

右 欄 に

掲 げ る

事務

(１) こどもに係る健康保険

関係情報

(２) こどもに係る船員保険

関係情報

(３) こどもに係る国民健康

保険関係情報

(４) こどもに係る国家公務

員共済組合関係情報

(５) こどもに係る地方公務

員等共済組合関係情報

(６) こどもに係る私立学校

教職員関係情報

(７) こどもに係る身体障害

者手帳交付等関係情報

(８) こどもに係る精神保健

福祉手帳交付等関係情報

(９) こどもに係る療育手帳

交付等関係情報

(１０) こども、当該こどもの

親権を行う者、未成年後見人

その他の者でこどもを現に

監護する者及び当該こども

の扶養義務者で当該こども

の生計を維持する者（以下

「こども保護者等」という。）

に係る生活保護関係情報

(１１) こども及びこども保

護者等に係る外国人生活保

－63－



   淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則新旧対照表

   

現        行 改   正   案

護関係情報

(１２) こども及びこども保

護者等に係る地方税関係情

報
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